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１．背景 

 来る 2025 年、我が国は団塊の世代 800 万人全員が 75 歳を迎える「超高齢化社会」が迫

ってきている。その現状で医療、介護を受けるに当たり、どこに居ても安心、安全を保障さ

れて過ごしたい、また療養に至った場合、側に誰かいて欲しいというニーズを体験してきた

中から注目した。 

そこで医療、介護の現場で入院、在宅、入所を問わず病状で最も辛い「息苦しい」「痰が

出せない」という訴えを、この介助法で改善した報告から研究するに至った。 

研究にあたっては、呼吸介助法を実際に体験、または共感した医療従事者の構成となった。 

 

２．意義 

 「呼吸介助法」「排痰補助法」を実践することで、呼吸改善がみられると患者の心理面の

サポートにも期待できる。“息苦しさ”からの解放は、医療従事者はもとより一般の人達でも

可能であることを実証するため、研究を進めた。ただ、医療行為として警戒する旨も配慮し

たが、実践者の 30 数年の臨床体験から、安心と安全な方法として広めていくことが期待で

きると判断した。 

 

３．目的 

本研究の目的は、現状として呼吸療法認定士がどこの医療現場にもいる訳ではなく、さら

に在宅療養中に咄嗟に駆けつけられる人も限られていることに視点を置いた。 

臨床、介護の場面で遭遇する呼吸困難の患者の苦痛に対し、今、目の前にいる誰かが手を

添えることで患者の苦痛が緩和されるという事を、体験したことのない医療従事者、一般の

人たちが行うことが出来る「冊子」「動画」を教材として作成し、実践する。 

そして、我々が行う手技に期待される効果としては換気改善や排痰を促通することで得

られる呼吸困難の緩和である。 

 

４．対象 

当初計画では、実際に居宅支援の場での撮影を予定していたが、介護の場における

COVID-19 対策のために、研究協力者のリクルート困難に直面した。 

 安全対策を優先し、虚弱療養者への直接関与を断念し、看護、介護現場における呼吸ケ

ア成功体験に基づくデーターから場面を再現し、模擬患者による撮影を行う研究に軌道修

正した。 

 

５．内容 

・動画撮影 7 分 （呼吸介助法、排痰補助法の実際） 

・冊子  「やさしい 呼吸のおはなし」 

 

 



６．結果 

 
 

 
 



７．今後の展望 

・7 分介助の意義 

 多忙を極める臨床、介護では、「とてもそんな時間は取れない」という現状があり、 

意識を変えて効果的な介助法ならばわずか数分で期待できるということを伝授したい。 

 それは、患者に近づき了解を得て開始し、苦痛表情が和らいで、労いの言葉かけまで

に７分以内でも効果がある。 

・「患者に触れる」行為に、不安があったり、怖かったら胸部や背部をさするだけでも

患者の苦痛に共感的理解を示すことになり、患者にしか分からない孤独な呼吸苦の軽減

に役立つことを実習を含めて理解する機会としたい。 

 

８．まとめ 
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